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はじめに 

 

地方公共団体の総職員数は、平成 29 年４月１日現在で、対前年比で約５千人

増加して約 274 万人となっており、平成６年をピークとして平成７年から減少し

ていましたが、23 年ぶりに増加に転じました。 

各地方公共団体においては、依然として厳しい財政状況の中、多種の行政改革

の取組を進めながら、多様化する住民ニーズに適切に対応し、引き続き適正な定

員管理に取り組む必要があります。 

このような中、平成 29 年度の研究会では、近年の部門別職員数の増加傾向や、

国が広く配置基準等を定めている分野等における増減要因等について分析を行

いました。 

また、昨年度の当研究会において、５年ぶりに道府県の定員モデルの更新を行

うとともに、新たな試みとして、定員モデルのデータでの提供を行い、それぞれ

の道府県において、適正な定員管理に資する参考指標として活用いただいている

ところです。 

本年度はその成果をさらに発展させるため、指定都市、中核市、施行時特例市

の定員モデルの更新や、より活用しやすい参考データの提供等について研究を行

ってきたところです。 

この度、研究会としての検討結果を整理し、ここに取りまとめを行うこととし

ました。各地方公共団体において、定員モデル等を積極的に活用し、職員数をシ

ミュレーションしていただいたうえで、定員管理の一助としていただくことを期

待しています。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省では、毎年、地方公共団体の職員数や配置の実態等を調査し、適正な定員管理の推進に資

することを目的として、地方公共団体定員管理調査を行っている。昭和５０年から、毎年４月１日

現在の職員数について調査を行っているもので、本書における定員関係の統計数値は、特に出典の

記載のあるものを除き、この調査によるものである。 

地方公共団体定員管理調査の概要 

１ 調査目的 

地方公共団体の職員数や部門別の配置等の実態を調査し、適正な定員管理に資することを目的とする。 

２ 調査対象団体 

   都道府県、指定都市、市、特別区、町村及び一部事務組合等の全地方公共団体。 

３ 調査対象職員 

（１）一般職に属する常勤の職員を対象とする。 

（２）いわゆる「臨時又は非常勤の職員」は調査対象としていない。 

（３）特定地方独立行政法人の職員は調査対象としていない。 
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Ⅰ 地方公共団体における職員数の現状等 

１ 地方公共団体の職員数 

指定都市等の定員モデルについて検討を行う前に、地方公共団体定員管理調査（以下

「定員管理調査」という。）による地方公共団体の職員数の現状を整理する。 

（１）総職員数の推移 

現在、地方公共団体においては、社会経済の変化と共に住民の行政ニーズが多様化し

ていく中で、地域住民のニーズを適切に反映し、円滑な行政運営が行えるように地域の

実情を踏まえ自主的に定員管理に取り組んでいる。 

平成 29 年４月１日現在の総職員数は、274 万 2,596 人となり、平成６年にピークとな

った総職員数は、平成７年以降減少していたが、平成 29 年は前年比 5,333 人（対前年増

加率 0.2％）の増加となり、23 年ぶりに増加に転じた。 

なお、一般行政部門の職員数については、平成 29 年４月１日現在の対前年増減を見る

と、4,847 人増（対前年増加率 0.5％）となり、平成 27 年以降３年連続の増加となって

いる。 

 

＜総職員数の推移＞ 

 

 

 

   ＜平成 29 年調査結果 対前年増減数等＞ 

部門 一般行政 教育 警察・消防 
公営企業等 

会計 
合計 

対前年増減数 4,847 人 ▲2,467 人 1,693 人 1,260 人 5,333 人 

対前年増減率 0.5％ ▲0.2％ 0.4％ 0.4％ 0.2％ 

 

千人 

年 
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（２）団体区分別職員数 

総職員数を団体区分別にみると、都道府県の平成 29 年の職員数は、前年に比べて減少

し、138 万 7,703 人となり、総職員数の 50.6％を占めている。 

市町村（指定都市、特別区及び一部事務組合等を含む。以下同じ。）の職員数は、前

年に比べて増加し 135 万 4,893 人となり、総職員数の 49.4％となっている。なお、平成

29 年４月１日における、都道府県職員数の減少、市町村職員数の増加の主な要因は、都

道府県から指定都市へ県費負担教職員に係る給与負担等の移譲があったことにより、従

来、道府県で計上されていた教職員が、指定都市において計上されたことによるもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減数 増減率

1,387,703 1,500,778 ▲ 113,075 ▲ 7.5

1,354,893 1,236,485 118,408 9.6

指定都市 349,470 234,513 114,957 49.0

その他市町村等 1,005,423 1,001,972 3,451 0.3

2,742,596 2,737,263 5,333 0.2

対前年

都道府県

市町村

合  計

団体区分 H29 H28

団体区分別職員数の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

（単位：人、％） 
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（３）部門別職員の状況 

① 平成 29 年の状況 

職員数を部門別にみると、過半数の職員は、教育部門、警察部門と消防部門に属し

ている。さらに、一般行政部門のうち保育所や福祉事務所等の福祉関係の職員数を加え

ると、約２／３の職員は、法令等で定員に関する基準を定めている職員の割合が多い教

育と治安、福祉分野に所属している。 

残り約１／３の職員が、地方公共団体が自主的に定員管理を行う余地が比較的大き

い、一般行政部門（福祉関係除く）及び公営企業等会計部門に属している。 

 

 

 

 

 

 

  

教育、警察、消防、福祉 

1,834,768 人（66.9％） 

一般行政 
915,727 人 

（33.4%） 

部門別職員の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

全 団 体 
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市 町 村 

教育、警察、消防、福祉 
1,134,601 人 

（81.7%） 

一般行政 
684,204 人 

（50.5%） 

都道府県 

教育、消防、福祉 
700,167 人 

（47.3%） 

一般行政 
231,523 人 

（16.7%） 
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② 平成６年からの部門別職員数の推移 

部門別職員数の推移については、大部門別に見ると、警察・消防部門における組織基

盤の充実・強化により増加していることがわかる。その一方で、一般行政部門と公営企

業等会計部門は減少しているものの、一般行政部門の中でも、児童相談所等や福祉事務

所、防災関係は大きく増加している。また、教育部門についても、児童数の減少に伴う

教職員の減がある一方で、特別支援教育への対応等で増員が行われている。 

このように、地方公共団体では、厳しい財政状況の中、一律に職員数を削減するので

はなく、増やすべき分野は増員を図るなど、行政需要に応じたメリハリのある職員配置

に取り組んでいることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 部門別職員数・総職員数の対前年比増減数推移 

   次頁は平成６年以降の部門別対前年比増減数の推移を棒グラフで、総職員数の対前年

比増減数を折れ線グラフで表したものである。 

総職員数は、近年、その減少幅の縮小が続いており、平成 29 年において増加に転じて

いる。部門別職員数は、児童相談所や福祉事務所等、民生部門の増加や、観光や地方創

生等への対応などによる増員傾向がある一方で、義務教育・高等教育等、教育部門の減

少幅が縮小傾向にあることがわかる。 

 

平成 6 年からの部門別職員数の推移（平成 6 年を 100 とした場合） 

特別支援学校（１３１．０） 
義 務 教 育 （ ８１．１） 
給食センター（ ３０．５） 

防  災   （２９９．７） 
児童相談所等（１８１．２） 
福祉事務所 （１５８．３） 
総務一般   （ ８３．５） 
企画開発   （ ８２．１） 
清  掃   （ ５１．６） 

年 
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２ 国が定める配置基準等について 

今回の研究会開催にあたり、近年の総職員数の減少幅の減少傾向を踏まえ、地方公共団

体が自主的な定員管理を行うことが難しい警察・消防・教育部門等、国が広く配置基準や

標準的な職員数を定めている分野等における、その配置基準の概要や平成６年以降の増減

要因等について、関係省庁から説明を求めた。 

（１）教職員（文部科学省初等中等教育局財務課） 

教育部門における教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律（義務標準法）や公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標

準等に関する法律（高校標準法）において、学級数等に応じて機械的に配置する基礎

定数と、政策目的に応じて配置をする加配定数が定められている。なお、従来加配定

数で措置されていた障害に応じた特別の指導（通級による指導）や外国人児童生徒等

の教育への対応に係る教員定数については、平成２９年３月の義務標準法改正により、

基礎定数化（対象児童生徒数に応じて自動的に教員定数が算定される仕組み）を図っ

ている（平成 29 年度からの 10 年計画）。 

教育部門職員数については、児童生徒数の減少により、自然減が続いているが、小

学校における特別支援学級の増加や、特別支援学校における児童生徒数の増加等によ

り、近年、その減少幅が縮小している。 

（２）警察官（警察庁長官官房人事課） 

警察官については、警察法第 57 条第２項において、「地方警察職員の定員（警察官

については、階級別定員を含む。）は、条例で定める。この場合において、警察官の定

員については、政令で定める基準に従わなければならない。」と規定され、警察法施行

令別表第二において、地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準が示

されている。この基準は、各都道府県の人口、面積、犯罪発生状況、その他の特殊事

情等を考慮して定められたものであり、治安水準が全国的に均衡のとれたものとして

維持される必要があることから、警察官の都道府県警察ごとの定員は、政令で定める

基準に従うべきものとされている。 

地方警察職員たる警察官の定員については、平成６年以降増加傾向にあり、その時々

の治安情勢等を考慮して増員数が決められている。近年の増加要因としては、2020 年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた国際テロ対策の強化、特殊詐

欺対策の強化、ストーカー・ＤＶといった人身安全関連事案対策の強化等が挙げられ

る。 

（３）消防職員（消防庁消防・救急課） 

消防職員に関しては、消防組織法において、「消防庁長官は、必要に応じ、消防に  

関する事項について都道府県または市町村に対して助言を与え、勧告、指導を行うこ
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とができる」とされ、この規定に基づき消防力の整備指針が定められている。この整

備指針において、消防の責任を果たすために必要な施設及び人員の標準的な基準が定

められている。配置すべき職員数についても、消防車１台につき５名等といった算定

基準を示し、各地方公共団体はこれらの基準に基づき必要な職員数を算定していると

ころである。平成 27 年度消防施設整備計画実態調査結果によると、全市町村の消防職

員数は算定数合計の 77.4％にとどまっているため、消防庁において随時、消防力の整

備指針に基づく計画的な整備を推進しており、人員についても、各市町村における算

定数の整備が図られるよう助言を行っている。 

消防部門職員数については、警察と同様に、平成６年以降増加傾向にある。理由と

しては、自然災害の大規模化や多様化への対応、救急件数の増加への対応等が挙げら

れる。 

（４）児童相談所職員（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課） 

児童相談所における児童福祉司については、児童福祉法において「都道府県は、そ

の設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない」とされ、児童福祉法

施行令においてその配置標準が示されている。当該配置標準はこれまで概ね４万人か

ら７万人に１人とされていたが、平成 28 年の改正において、平成 28 年 10 月から人口

４万人に１人以上配置することを基本（経過措置あり）とし、全国平均より虐待相談

対応の発生件数が多い場合には、業務量（虐待相談対応件数）に応じて上乗せを行う

こととした。また、平成 28 年の児童福祉法改正等により、新たにスーパーバイザー（他

の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司）を児童福祉司５人につき１人、児童心

理司を児童福祉司２人につき 1 人以上、医師又は保健師を１人以上配置することを定

め、体制強化を図っている。 

児童福祉司数は、児童虐待相談対応件数の大幅な増加（平成 11 年度の約 8.9 倍）に

伴い、一貫して増加傾向にあるものの、平成 11 年度の約 2.5 倍にとどまっている。 

（５）道路・橋梁に係る土木職員（国土交通省道路局国道・防災課） 

土木職員については、国が定める配置基準等はなく減少が続いていたが、近年は増

加傾向にある。一方、道路・橋梁に係る業務に従事する職員については、特に市町村

において不足しており、各地方公共団体で職員の確保が課題となっている。 

道路については、全国で約 122 万ｋｍある中、その約８割が市町村道であり、橋梁

についても、全国で約 73 万橋のうち、約７割が市町村の管理となっている。市町村に

おいて、この道路のメンテナンスサイクルをどのように回すのかが大きな課題となっ

ている。特に橋梁については、その多くが高度経済成長期に造られ、建設後５０年近

く経過している。こうしたことから、道路・橋梁等の維持管理を行う土木職員の確保

が喫緊の課題となっている。 

土木技師については、国土交通省道路局において実施した橋梁管理に携わる土木技

師に関するアンケート調査によると、平成 28 年９月時点で土木技術者がいない地方公
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共団体は、村では 64％となっている。このため、国土交通省において、研修の実施、

全市町村の道路管理者を対象とした道路メンテナンス会議の実施等により、情報共有

を図るなどの支援を行い、維持管理に関する課題に対応しているところである。 
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Ⅱ 定員モデル等の改定 
昨年度研究会において、道府県に係る第10次定員モデル等を改定したが、本年度研究会

では指定都市（２０団体）、中核市（４８団体）、施行時特例市（以下「特例市」という。）

（３６団体）について、「第10次定員モデル」及び「定員回帰指標」の改定を行った。 

１ 第10次定員モデル（指定都市、中核市、施行時特例市） 

（１）「定員モデル」の作成方法等 

① 定員モデル 

  「定員モデル」とは、一般行政部門を対象に、地方公共団体の部門別の職員数と、そ

の職員数に最も相関関係のある行政需要に関連する統計数値を基に、多重回帰分析の手

法によってそれぞれの団体における平均的な職員数を求めようとする参考指標である。 

② 説明変数候補の収集 

説明変数となる統計数値については、その部門の中核的業務やその時々のトレンドを

反映し、インターネット等で広く公開されている統計数値を収集し、説明変数候補とし

ている。なお、統計数値については、可能な限り最新の統計数値の数値を収集している

が、統計の実施年度や公表スケジュールによって、定員モデル改定の年度における数値

を使用できない場合もある。 

③ 回帰方程式の作成 

これらの収集した統計数値（説明変数候補）について、多重共線性（※１）を有する

統計数値を排除した後、マイクロソフト社のエクセルを用いて、職員数と最も当てはま

りの良い統計数値の組合せとなるよう、R２（※２）が最大となるモデル試算式（回帰方

程式）を作成する。 

（※１）ほぼ同じ相関関係を有した統計数値もあり（例えば、「住民基本台帳人口」と「市民税納税

義務者数」等。このような関係を「多重共線性」という。）、それらを同時に用いて多重回帰分

析を行うと、適正な結果を得られない場合があるため、多重共線性を有する場合には一方を削

除する必要がある。 

（※２）自由度修正済決定係数。回帰方程式の説明変数と被説明変数の相関関係の強さを表す。０

から１の値をとり、１に近いほど相関関係が高い。 

回帰方程式とは、一方の変数（Ｘ）を他方の変数（Ｙ）の説明要因として、両方の変

数の関係を分析する手法をいう。ここで、Ｘは説明変数、Ｙが被説明変数と呼ばれる。

被説明変数（Ｙ）が、１つの説明変数（Ｘ1）によって求められる場合には、単純回帰式

となり、方程式は次のようになる。 

Ｙ＝αＸ1＋β 
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被説明変数（Ｙ）を、複数（ｎ個）の説明変数によって求めることになる場合には、

多重回帰式となり、方程式は次のようになる。 

Ｙ＝α1Ｘ1＋α2Ｘ2＋α3Ｘ3＋・・・＋αnＸn＋β 

定員モデルにおいては、Ｙが各部門の試算職員数となり、Ｘｎが使用する各地方公共団

体における統計数値、αｎが以降に示す各統計数値に乗じる係数、βが切片となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定員モデルの対象部門 

  定員モデルの作成対象部門は、地方公共団体が自主的に定員管理に取り組むことので

きる分野の多い一般行政部門を対象としており、法令等で定員に関する基準が定められて

いる職員の割合が多い教育、警察、消防部門及び独立採算制を採用している公営企業等会

計部門は対象から除外している。また、団体区分ごとに一般行政部門を細分類しており、

指定都市は７部門（議会・総務、税務、民生、衛生、商工・労働、農林水産、土木）、中核

市及び特例市は６部門（議会・総務、税務、民生、衛生、経済、土木）としている。なお、

中核市及び特例市の「経済部門」については、労働部門、農林水産部門、商工部門を合計

したものである。 
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住民基本台帳人口 待機児童数 中小企業数

住民基本台帳世帯数 総面積 小売業商店数

第１次産業就業者数 児童相談受付件数 信用保証件数

第２次産業就業者数　　　　 認定こども園在所児数 商工費決算額

第３次産業就業者数　　　　 住民基本台帳人口 労働費決算額

昼間人口 住民基本台帳世帯数 製造品出荷額等

人口の社会増 ０～４歳の人口 住民基本台帳人口

人口の自然増 ６５歳以上の人口 住民基本台帳世帯数

外国人人口 第１次産業就業者数 第１次産業就業者数

総面積 第２次産業就業者数　　　　 総面積

可住地面積 第３次産業就業者数　　　　 耕地面積

標準財政規模 昼間人口 農地転用面積

２カ年平均降水量 飲食店数 許可・届出に係る農地転用面積

住民基本台帳人口 し尿収集量 農業産出額

市民税納税義務者数 ごみ収集量 農業農村整備事業費

固定資産税納税義務者数 直営し尿採集量 農林水産施設災害復旧費

住民基本台帳世帯数 直営ごみ収集量 農林水産業費

事業所数　 病院数 農業就業人口

総面積 歯科診療所数 総面積

可住地面積　　 保健所・保健センター数 可住地面積

軽自動車数　　　　　　 総面積 道路・橋りょう単独事業費

住民基本台帳人口 衛生費決算額 道路延長

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳人口 土木費

０～４歳の人口 住民基本台帳世帯数 公共土木施設災害復旧費

生活保護費 第２次産業就業者数 都市公園箇所数

６５歳以上の人口 第３次産業就業者数 住民基本台帳人口

保育所在所児数 昼間人口 住民基本台帳世帯数

公立保育所数 総面積 昼間人口

社会福祉施設等 事業所数　 着工新設住宅戸数

障害者支援施設等

データ名

農
林
水
産

民
　
生

民
生

商
工
・
労
働

商
工
・
労
働

税
　
務

土
　
　
木

議
会
・
総
務

部
門

データ名
部
門

データ名
部
門

衛
　
　
生

（３） 説明変数の検討 

  説明変数の検討に当たっては、第９次の指定都市等の定員モデルで採用していた説明

変数候補を基に、近年の行政需要の変化等を勘案し、各団体区分及び部門ごとに行政需要

をよく表すと思われる、各種統計データを収集した。収集した説明変数候補は次表のとお

りである。  

説明変数候補 統計データ一覧（指定都市） 
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住民基本台帳人口 公立保育所数 第２次産業就業者数

住民基本台帳世帯数 社会福祉施設等 第３次産業就業者数

第１次産業就業者数 障害者支援施設等 事務所数

第２次産業就業者数 待機児童数 小売業事業所数

第３次産業就業者数 総面積 商工費決算額

人口の社会増 認定こども園数 労働費決算額

人口の自然増 住民基本台帳人口 製造品年間出荷額

外国人人口 住民基本台帳世帯数 第１次産業就業者数

総面積 ０～４歳の人口 総面積

可住地面積 ６５歳以上の人口 耕地面積

標準財政規模 第１次産業就業者数 農地転用面積

住民基本台帳人口 第２次産業就業者数 農業産出額

市民税納税義務者数 第３次産業就業者数 農業農村整備事業費

固定資産税納税義務者数 飲食店数 農林水産施設災害復旧費

住民基本台帳世帯数 し尿収集量 農林水産業費

事業所数　 ごみ収集量 総面積

総面積 直営し尿採集量 可住地面積

可住地面積　　 直営ごみ収集量 道路延長

軽自動車数　　　　　　 病院数 土木費

住民基本台帳人口 歯科診療所数 公共土木施設災害復旧費

住民基本台帳世帯数 総面積 都市公園箇所数

０～４歳の人口 衛生費決算額 住民基本台帳人口

生活保護費 住民基本台帳人口 住民基本台帳世帯数

６５歳以上の人口 住民基本台帳世帯数 着工新設住宅戸数

保育所在所児数

部
門

データ名
部
門

データ名
部
門

データ名

民
　
生

経
済

経
　
　
　
済

土
　
　
木

税
　
務

議
会
・
総
務

民
　
生

衛
　
　
　
生

住民基本台帳人口 ６５歳以上の人口 第３次産業就業者数

住民基本台帳世帯数 公立保育所数 事務所数

第１次産業就業者数 社会福祉施設等 中小企業数

第２次産業就業者数　　　　 障害者支援施設等 商工費決算額

第３次産業就業者数　　　　 待機児童数 労働費決算額

人口の社会増 総面積 製造品年間出荷額

人口の自然増 認定こども園数 第１次産業就業者数

外国人人口 住民基本台帳人口 総面積

総面積 住民基本台帳世帯数 耕地面積

可住地面積 ０～４歳の人口 農地転用面積

標準財政規模 ６５歳以上の人口 農業産出額

住民基本台帳人口 第１次産業就業者 農業農村整備関係事業費

市民税納税義務者数 第２次産業就業者 農林水産施設災害復旧費

固定資産税納税義務者数 第３次産業就業者 農林水産業費

住民基本台帳世帯数 し尿収集量 総面積

事業所数　 ごみ収集量 可住地面積

総面積　 直営し尿採集量 道路延長

可住地面積　　 直営ごみ収集量 土木費

軽自動車数　　　　　　 総面積 公共土木施設災害復旧費

住民基本台帳人口 衛生費決算額 都市公園箇所数

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

０～４歳の人口 住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

生活保護費 第２次産業就業者数 着工新設住宅戸数

部
門

データ名
部
門

データ名
部
門

データ名

経
　
　
済

土
　
　
木

議
会
・
総
務

税
　
務

衛
　
生

民
生

民
　
生

経
済

 

 

  

説明変数候補 統計データ一覧（中核市） 

説明変数候補 統計データ一覧（特例市） 
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（４） 指定都市等定員モデルの改定 

これらの説明変数候補のうち、多重共線性の存在する説明変数を除いた後、職員数と

説明変数の回帰方程式を求めた。 

また、第９次モデルまで除外してきた負の相関を示す説明変数については、昨年度研

究会において、負の相関を示す場合であっても、統計学的には有意な場合があるため、

第 10 次道府県モデルから、原則として採用することとしており、今回の指定都市等モ

デルにおいても同様の扱いとした。 

 

（５） 民間委託等を反映した定員モデル式の検討 

 ① 昨年度研究会における検討経緯 

   民間委託等が進んでいる分野では、民間委託等を進めて行革の努力を進めているにも

かかわらず、実職員数の方が定員モデル式により試算された職員数より多くなる場合が

あるといった問題点があったことから、昨年度研究会において、民間委託の状況を的確

に反映できるような定員モデル式について検討を行ったところである。検討に当たって

は、以下のような意見があった。 

  ・ 民間委託を行っている分野は、保育所、ゴミ処理、し尿処理、電話交換、運転業務、

窓口業務など、様々な部門、業務にわたる。 

・ 民間委託は、各地方公共団体の事情に合わせて検討されるべきものであり、民間委

託で定員削減を進めるべきという前提には立てないことから、モデルとして分析する

サービス分野は慎重に選定するべき。 

・ 定員モデルに民間委託の状況を反映させるに当たっては、民間委託が進んでいる分

野のうち、職員数に影響のある分野に絞り込むべき。 

・ 委託の形態も各団体によって様々であり、ある業務について全て委託等を行ってい

るもの、一部業務のみ委託しているものなど、多岐にわたる。 

   以上の意見を踏まえ、昨年度研究会においては、一般的に民間委託が行われている業

務であること、説明変数となる公的統計資料が収集できると考えられること等を考慮し、

民生部門（保育所関連）、衛生部門（ゴミ処理関連）を対象とすることとした。その上で、

具体的な算定式の検討は、市町村の定員モデルを作成する際に行うこととした。 

 ② 本年度検討結果 

民生部門（保育所関連業務）、衛生部門（ゴミ処理関連業務）において、民間委託の状

況を反映できると考えられる以下の市区町村別の統計データを収集した。 
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部 門 収集データ 出 典 

民生部門 

（保育所関連） 

公営保育所数、 

民営保育所数 

社会福祉施設等調査 

（平成 28 年 10 月１日、厚生労働省） 

衛生部門 

（ゴミ収集関連） 

可燃ゴミ直接収集量、

委託収集量（※） 

一般廃棄物処理実態調査 

（平成 27 年度、環境省） 

（※）可燃ゴミはゴミの中で収集量が最も多いことから採用。また、混合ゴミ（可燃ゴミと不燃ゴミの区

別無く収集しているもの）収集としている市町村については、混合ゴミ収集量のデータを利用。 

これらの統計資料に基づき、民生部門では保育所運営業務委託率、衛生部門は可燃ゴ

ミ収集業務委託率を算出した上で、下記の手法によって回帰分析を行い、検討を行った。 

  ア 委託率の一定割合（50％等）で、委託率が高いグループと低いグループに振り分け、

それぞれのグループで回帰分析を行い、定員モデル式を作成（民生、衛生部門において

定員モデル式を二通り作成。）。 

  イ 委託率の一定割合（50％等）で委託率の高い団体、低い団体に振り分け、ダミー変数

（※）を用いて回帰分析 

 ウ 算出した委託率そのものを説明変数の一つとして回帰分析を行い、定員モデル式を

作成 

  （※）ダミー変数：定性的、属性的な要因を回帰式で表現するための変数で、通常０または１の値をと

る。（例えば、男性を１、女性を０、土日を１、平日を０とする等。ここでは、委託率の高い団体

を１、低い団体を０として回帰式に組み込んだ。） 

 

検討においては、以下のような意見があった。 

  ・ アは、指定都市において団体数が少なくなり、有意な回帰分析結果が得られず、モデ

ル式が作成できない場合があるため、別の手法で行うべき。 

  ・ ア、イは委託率の高い団体と、低い団体をどのような委託率の基準で振り分けるの

か、ある程度恣意的にならざるを得ない。例えば、委託率７０％程度の地方公共団体

が、委託率が低いグループに振り分けられた場合、その団体の理解を得にくいのでは

ないか。 

  ・ 保育所運営業務の委託率の算出に用いたデータについては、公営と民営の保育所数

のデータであり、もともと民営の保育所も存在していることから、委託率の算出根拠

として使えるデータとしての信頼性が低いのではないか。 

  ・ 可燃ゴミ収集業務の委託率は、説明可能なものと考えられることから、この委託率を

用いて、ウの手法により定員モデル式を作成してはどうか。 

これらの意見を踏まえ、衛生部門においてのみ、可燃ゴミ収集業務委託率を説明変数

に採用して民間委託等の状況を反映した定員モデル式を作成し、検討を行ったところ、R2

については下記のような結果となり、以下のような意見があった。 
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団体区分 委託要素の反映無し 委託率を利用 

指定都市 0.9731 0.9754 

中核市 0.6865 0.6780 

特例市 0.8414 0.8234 

 

  ・ ゴミ収集委託率を変数として採用しても、指定都市以外のモデルにおいては、委託要

素を反映していない定員モデル式よりも、R２が低くなることから、委託率を利用した

今回のモデルが必ずしも有意なモデルになっているとは言えないのではないか。 

  ・ 委託率を利用したモデル式により算出された試算値と実職員数を比べると、実職員

数との差が、委託率を反映していないモデル式による比較時よりも拡大している団体

もあり、一概に委託率が高い団体においてより有意なモデルになっているとは言えな

いのではないか。 

これらの意見を踏まえ、民間委託等を反映したモデルについては、地方公共団体に対し

て有意なモデルの提供が可能かどうか、その作成手法等も含め、より一層の検討が必要と

考えられることから、来年度以降の研究会において引き続き研究を行うこととした。 
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（６） 指定都市等定員モデル式 

  以上の検討を踏まえ、R２が最大となる説明変数を組み合わせた指定都市等定員モデル式

は次のとおりである。 

 

＜参考：モデルによる試算職員数の具体的な算出方法＞ 

例：Ａ指定都市の議会・総務部門 

○指定都市 議会・総務部門定員モデル計算式 

部
門 

計 算 式 
指   標 

説 明 変 数 出  典 単位 

議
会
・
総
務 

Ｙ＝178.08 

＋0.001508 Ｘ1 

＋0.015855 Ｘ2 

－0.002191 Ｘ3 

＋0.012696 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

住民基本台帳世帯数 

第１次産業就業者数 

第２次産業就業者数 

外国人人口 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年国勢調査 

 

世帯 

人 

人 

人 

○Ａ市の統計数値 

議会・総務部門職員数：1,600 人 

Ｘ１ 住民基本台帳世帯数：100 万世帯 

Ｘ２ 第１次産業就業者数：５千人 

Ｘ３ 第２次産業就業者数：10 万人 

Ｘ４ 外国人人口 ：１万人 

Ｙ（試算職員数）＝178.08 ＋ 0.001508×1,000,000 ＋ 0.015855× 5,000 

  － 0.002191×100,000 ＋ 0.012696×10,000 

         ＝ 1､673 人 （試算職員数） 

  Ａ市の議会総務部門職員数は 1,600 人であり、試算職員数と比較すると 73 人少ないこと

がわかる。 
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部
門 

計 算 式 
指   標 

説 明 変 数 出  典 単位 

議
会
・
総
務 

Ｙ＝178.08 

＋0.001508 Ｘ1 

＋0.015855 Ｘ2 

－0.002191 Ｘ3 

＋0.012696 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

住民基本台帳世帯数 

第１次産業就業者数 

第２次産業就業者数 

外国人人口 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年国勢調査 

 

世帯 

人 

人 

人 

税
務 

Ｙ＝7.089 

＋0.000522 Ｘ1 

＋0.002104 Ｘ2 

－0.047892 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

市民税納税義務者数 

事務所数 

可住地面積 

 

平成 27 年度市町村税課税状況等調 

平成 24 年経済センサス 

平成 29 年社会・人口統計体系 

 

人 

所 

ｋｍ２ 

民
生 

Ｙ＝70.828 

＋0.00264  Ｘ1 

－0.022513 Ｘ2 

＋11.61399 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

住民基本台帳世帯数 

保育所在所児数 

公営保育所数 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

大都市比較統計年表 

大都市比較統計年表 

 

人 

人 

所 

衛
生 

Ｙ＝-9.878 

＋0.00045  Ｘ1 

＋0.039868 Ｘ2 

＋0.006614 Ｘ3 

＋0.002441 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

昼間人口 

飲食店数 

直営し尿収集量 

直営ごみ収集量 

 

平成 27 年国勢調査 

平成 26 年経済センサス 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

 

人 

店 

ｋｌ 

ｔ 

商
工
・労
働 

Ｙ＝2.53 

＋0.000456 Ｘ1 

－0.000258 Ｘ2 

＋0.002313 Ｘ3 

＋0.020155 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

第３次産業就業者数 

昼間人口 

事業所数 

小売業商店数 

 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年国勢調査 

平成 24 年経済センサス 

平成 26 年商業統計調査 

 

人 

人 

所 

社 

農
林
水
産 

Ｙ＝25.428 

＋0.011530 Ｘ1 

－0.006912 Ｘ2 

＋0.000477 Ｘ3 

＋0.000006 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

第１次産業就業者数 

耕地面積 

農業農村整備事業費 

農林水産業費 

 

平成 27 年国勢調査 

平成 28 年農林水産関係市町村別統計 

平成 27 年度 地方財政状況調査 

平成 27 年度 市町村別決算状況調 

 

人 

ｈａ 

千円 

千円 

土
木 

Ｙ＝202.161 

－0.000033 Ｘ1 

－0.066504 Ｘ2 

＋0.000751 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

道路延長 

都市公園箇所数 

昼間人口 

 

平成 27 年公共施設状況調査 

平成 27 年公共施設状況調査 

平成 27 年国勢調査 

 

ｍ 

箇所 

人 

  

指定都市の定員モデル式 
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部
門 

計 算 式 
指   標 

説 明 変 数 出  典 単位 

議
会
・
総
務 

Ｙ＝103.563 

＋0.001448 Ｘ1 

－0.005065 Ｘ2 

＋0.365979 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

住民基本台帳世帯数 

人口の社会増 

可住地面積 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 29 年社会・人口統計体系 

 

世帯 

人 

ｋｍ２ 

税
務 

Ｙ＝25.046 

＋0.000339 Ｘ1 

＋0.001547 Ｘ2 

＋0.000136 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

住民基本台帳世帯数 

事業所数 

軽自動車数 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 24 年経済センサス 

平成 27 年度市町村税課税状況等調 

 

世帯 

所 

台 

民
生 

Ｙ＝57.611 

＋0.002334 Ｘ1 

＋0.068428 Ｘ2 

＋2.207205 Ｘ3 

－0.613194 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

住民基本台帳世帯数 

保育所在所児数 

公営保育所数 

社会福祉施設等 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 28 年度都市要覧 

平成 28 年社会福祉施設等調査 

平成 28 年社会福祉施設等調査 

 

世帯 

人 

所 

施設 

衛
生 

Ｙ＝48.741 

＋0.002588 Ｘ1 

＋0.007706 Ｘ2 

＋0.001032 Ｘ3 

－0.06636  Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

65 歳以上の人口 

直営し尿収集量 

直営ごみ収集量 

総面積 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

平成 27 年国勢調査 

 

人 

ｋｌ 

ｔ 

ｋｍ２ 

経
済 

Ｙ＝7.305 

－0.0005 Ｘ1 

＋0.030365 Ｘ2 

－0.000029 Ｘ3 

＋0.000026 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

第２次産業就業者数 

小売業事業所数 

農業農村整備事業費 

農林水産業費 

 

平成 27 年国勢調査 

平成 28 年度都市要覧 

平成 27 年度 地方財政状況調査 

平成 27 年度 市町村別決算状況調 

 

人 

所 

千円 

千円 

土
木 

Ｙ＝22.001 

－0.077868 Ｘ1 

＋0.304293 Ｘ2 

＋0.000002 Ｘ3 

＋0.000469 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

総面積 

可住地面積 

土木費 

住民基本台帳人口 

 

平成 27 年国勢調査 

平成 29 年社会・人口統計体系 

平成 27 年度 市町村別決算状況調 

平成 29 年住民基本台帳人口 

 

ｋｍ２ 

ｋｍ２ 

千円 

人 

 

  

中核市の定員モデル式 
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部
門 計 算 式 

指   標 

説 明 変 数 出  典 単位 

議
会
・
総
務 

Ｙ＝70.216 

＋0.00163 Ｘ1 

＋0.013803 Ｘ2 

－0.006504 Ｘ3 

＋0.579466 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

住民基本台帳世帯数 

人口の社会増 

外国人人口 

可住地面積 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 27 年国勢調査 

平成 29 年社会・人口統計体系 

 

世帯 

人 

人 

ｋｍ２ 

税
務 

Ｙ＝33.901 

＋0.000206 Ｘ1 

－0.000027 Ｘ2 

＋0.002611 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

市民税納税義務者数 

固定資産税納税義務者数 

事業所数 

 

平成 27 年度市町村税課税状況等調 

平成 28 年固定資産概要調書 

平成 24 年経済センサス 

 

人 

人 

所 

民
生 

Ｙ＝21.628 

＋0.001861 Ｘ1 

＋11.01351 Ｘ2 

－0.164955 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

住民基本台帳世帯数 

公立保育所数 

総面積 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 28 年社会福祉施設等調査 

平成 27 年国勢調査 

 

世帯 

所 

ｋｍ２ 

衛
生 

Ｙ＝2.472 

＋0.00249  Ｘ1 

＋0.011248 Ｘ2 

－0.002295 Ｘ3 

＋0.002024 Ｘ4 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

Ｘ4 

 

住民基本台帳世帯数 

第 1 次産業就業者数 

ごみ収集量 

直営ごみ収集量 

 

平成 29 年住民基本台帳人口 

平成 27 年国勢調査 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

平成 27 年度一般廃棄物処理実態調査 

 

世帯 

人 

ｔ 

ｔ 

経
済 

Ｙ＝6.491 

＋0.003921 Ｘ1 

－0.104978 Ｘ2 

＋0.00719 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

事業所数 

中小企業数 

耕地面積 

 

平成 24 年経済センサス 

平成 26 年工業統計表 

平成 28 年農林水産関係市町村別統計 

 

所 

所 

ｈａ 

土
木 

Ｙ＝67.738 

＋0.000003 Ｘ1 

＋0.000084 Ｘ2 

＋0.000231 Ｘ3 

 

Ｘ1 

Ｘ2 

Ｘ3 

 

土木費 

公共土木施設災害復旧費 

住民基本台帳人口 

 

平成 27 年度 市町村別決算状況調 

平成 27 年度 市町村別決算状況調 

平成 29 年住民基本台帳人口 

 

千円 

千円 

人 

 

  

特例市の定員モデル式 
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指定都市 

中核市 

特例市 

２ 定員回帰指標 

（１）定員回帰指標について 

   「定員回帰指標」とは、人口と面積の２つの説明変数を用いて、実職員数との多重回

帰分析を行い、普通会計部門と一般行政部門の平均的な職員数を表す指標である。簡素

で使いやすい指標である反面、詳細な分析が難しいといった面もある。試算式は以下の

とおりとなる。 

  試算職員数＝ａＸ1（人口）＋ｂＸ2（面積）＋ ｃ（一定値） 

    ａ：人口千人あたりの係数 

    ｂ：面積１㎞２あたりの係数 

    ｃ：一定値 

    Ｘ1：該当団体の人口（千人） 

    Ｘ2：該当団体の面積（㎞２） 

 

（２）定員回帰指標の改定 

   指定都市、中核市、特例市について、定員モデルと同様、定員回帰指標についても改

定を行った。今回改定した定員回帰指標の回帰方程式は以下のとおりである。 

 

 
 人口 
係数 
ａ 

 人口  
面積 
係数 
ｂ 

 面積  
一定値 
ｃ 

一般行政 
 

4.4 × Ｘ1 ＋ 0.15 × Ｘ2 ＋ -10 

普通会計 
 
10.4 × Ｘ1 ＋ 0.2 × Ｘ2 ＋ 360 

一般行政 
 

3.7 × Ｘ1 ＋ 0.17 × Ｘ2 ＋ 230 

普通会計 
 

5.2 × Ｘ1 ＋ 0.17 × Ｘ2 ＋ 300 

一般行政 
 

3.9 × Ｘ1 ＋ 0.53 × Ｘ2 ＋ 10 

普通会計 
 

5.5 × Ｘ1 ＋ 0.47 × Ｘ2 ＋ 60 

（※）人口は平成 29 年住民基本台帳人口、面積は平成 27 年国勢調査を利用して作成。 
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Ⅲ 使いやすさへの考慮 

 １ 計算式データ（エクセルデータ）の提供 

第９次以前の定員モデルについては、研究会報告書において計算式と説明変数の統計

資料の出典を示すにとどまっていたため、各地方公共団体において定員モデルを活用す

るためには、独自に計算式を作成する必要があった。このことが、地方公共団体におい

て定員モデルの活用が進まない一因となっていたことから、昨年度研究会で作成した、

第10次モデルのエクセルデータを各地方公共団体に配布し、改善を行ったところである。

本年度研究会において作成した指定都市等の第10次定員モデルについても、同様にエク

セルファイルの計算式の配布を行うこととする。 

 ２ レーダーチャートの提供 

今回配布するエクセルデータについては、部門別の試算職員数に対する、実職員数の

割合を一見して比較できるレーダーチャートを新たに作成し、各地方公共団体に提供を

行うこととした。レーダーチャートの事例は次頁のとおりである。 

なお、レーダーチャートについては、定員モデル試算結果とそれに対する実職員数と

の乖離を、部門別に可視化することによって試算結果の理解の一助とするもので、実職

員数が試算結果よりも少なくなるべき、ということではなく、あくまでも各地方公共団

体が適正な定員管理を進める上での、気づきのための参考資料として活用いただきたい。

この点も留意の上、各地方公共団体において、定員モデルの活用に併せてこのレーダー

チャートも積極的に利用され、定員管理の参考とされることを期待している。 
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（単位：人）

部門
定員モデル
試算職員数

実職員数
実職員数

指数
試算職員数指数

議会・総務 364 400 109.9 100

税務 293 300 102.4 100

民生 657 600 91.3 100

衛生 600 590 98.3 100

経済 64 70 109.4 100

土木 72 60 83.3 100

一般行政部門
合計

2,050 2,020 98.5 100

（実職員数指数は、試算職員数を100とした場合の指数） 100

0.0
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議会・

総務
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衛生
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実職
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指数

試算

職員

数指

数

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

定員モデル

試算職員数

実職員数

定員モデル試算職員数と実職員数の比較

部門別比較 一般行政部門比較

配布レーダーチャート（中核市での例） 

 



おわりに 

 

本研究会では、道府県の「定員モデル」、「定員回帰指標」の情報提供を５年ぶ

りに再開した昨年度研究会に引き続き、指定都市、中核市、施行時特例市の定員

モデル等や民間委託等を反映した定員モデルの検討を行ってきました。 

また、定員モデルをより使いやすいものとするため、昨年度と同様、定員モデ

ルに係る計算式のデータや統計数値の所在についても各地方公共団体に提供する

ことしています。また、今回から新たに試算職員数と実職員数が比較可能なレー

ダーチャートを作成し、提供することとしました。こうしたデータ等を活用し、

試算値を積極的にシミュレーションしていただきたいと考えています。 

各地方公共団体におかれては、行政サービスの質の向上を図るため、それぞれ

の地域の実情に応じた適正な人員配置に取り組んでいると推察します。一方、依

然として厳しい財政状況の中、公務の運営について、引き続き住民の十分な理解

を得ることが不可欠であると考えています。 

各地方公共団体において、定員管理について自ら考え、適正な定員管理を推進

するための参考資料として、本報告書を始め、提供する各種のデータをご活用い

ただければ幸いです。 
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平成２９年度地方公共団体定員管理研究会 審議経過 

 

 

第１回 平成２９年５月３０日（火） 

    ・地方公務員数の現状と概要 

・参考指標等についての概要 

・国が定める配置基準等について（国土交通省、文部科学省） 

 

第２回 平成２９年６月１３日（火） 

・地方公共団体からの報告（埼玉県、みなかみ町） 

・国が定める配置基準等について（警察庁、消防庁、厚生労働省） 

 

第３回 平成２９年１０月１７日（火） 

・指定都市等定員モデル説明変数等について 

 

第４回 平成２９年１２月１２日（火） 

・指定都市等定員モデル説明変数等について 

・民間委託等に係る定員モデルについて 

 

第５回 平成３０年２月１５日（木） 

    ・民間委託等に係る定員モデルについて 

・報告書案について 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
参考資料 



参考資料 

- 1 - 

 

定員モデル等参考資料



参考資料 

- 2 - 

 

定員モデル
（S58～H16、H22～H24、H28）

定員回帰指標
（H20～H24、H28）

類似団体別職員数（S57～）

一般行政部門 普通会計部門、一般行政部門(一般

市区町村を除く。）
普通会計部門、一般行政部門

大部門  － 大部門～小部門

多重回帰分析 多重回帰分析 加重平均

人口のほか30～40程度 人口、面積 ＊一部の権能差 人口

一部事務組合等の職員数を加算

(共同処理業務を反映)

道府県 道府県 道府県（人口10万人あたり職員数）

指定都市、中核市、特例市 指定都市､中核市､特例市､特別区 指定都市､中核市､特例市､特別区

市（４）、町村（５） 一般市（４）、町村（５） 一般市（４）、町村（５）

その他 － － 産業構造別（一般市・町村）

・大部門別の比較分析が可能 ・簡素な指標 ・簡素な指標

・指標の意味をつかみやすい ・指標の意味をつかみやすい

・権能をそろえた全体比較が可能 ・小部門別の比較が可能

・人口当たり職員数の逓減傾向を
　反映

(職員０の小部門≒業務のない小
部門を除外した修正値あり）

・複雑な指標 ・総数比較のみ

・指標内容の説明が難しい

・説明変数の選択により複数の方
　程式が作成可能。（１つの式に
　確定しにくい）

・一部事務組合等を考慮せず

当該団体のみ

部門ごとの行政需要を表す統計数
値（事業所数、生活保護受給世帯
数 等）による試算職員数

当該団体のみ

人口と面積による試算職員数(平
均職員数)

団体区分

（権能・業務）

区    分

部門別有無

手　　　法

説明要素

職員の範囲

構
　
　
　
　
　
成

対象部門

・加重平均のため、各区分両端に
位置する団体のブレが大きい

デメリット

メリット

(人口区分数)

試算値の内容

・実職員数の説明度合が高い
（乖離小）

加重平均の職員数

各 参 考 指 標 の 比 較

（詳細に多角的な分析が可能） （簡素でわかりやすい）

行政内部検討用 住民説明用
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

Ｌ Ｌ

Ｍ Ｍ

○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.92 B 11.34

C 1.92 C 3.24

D -1.04 D -2.68

E -0.83 Ｇ -2.06

Ｆ 0.13 Ｉ 5.10

Ｇ -1.45 Ｊ -2.42

Ｈ 0.18 ｜ｔ｜＜2.5の変数を排除。

Ｉ 1.55

Ｊ -1.90 ○最終組み合わせパターン

Ｋ -0.44 R² ｔ値

Ｍ 0.06 B 9.66

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 C 2.36

Ｄ -2.18

Ｉ 4.68

２カ年平均降水量

0.9804

第３次産業就業者数　　　　

昼間人口

人口の社会増

人口の自然増

外国人人口

総面積

第１次産業就業者数

第３次産業就業者数　　　　

外国人人口

総面積

可住地面積

第１次産業就業者数

人口の社会増

住民基本台帳世帯数

昼間人口

可住地面積

標準財政規模

人口の自然増

外国人人口

人口の社会増

第２次産業就業者数　　　　
0.9857

外国人人口

0.9788

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

昼間人口

人口の社会増

総面積

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

２カ年平均降水量

第２次産業就業者数

可住地面積

標準財政規模

２カ年平均降水量

第３次産業就業者数　　　　

人口の自然増

外国人人口

総面積

第２次産業就業者数　　　　

説明変数候補
住民基本台帳世帯数

第１次産業就業者数

○組み合わせパターン１

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

説明変数候補

議会・総務（指定都市）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間、及び「Ｋ：標

準財政規模」と「Ｆ：昼間人口」「Ｅ：第３次産業就業者数」との間には多重共

線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａ、Ｌを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.57 B 8.99

C 0.66 E 3.82

E 1.69 Ｇ -0.43

Ｆ 0.24

Ｇ -0.92

Ｈ 0.56

｜ｔ｜＜0.9の変数を排除。

0.9476

○最終組み合わせパターン

説明変数候補

市民税納税義務者数

事業所数　

可住地面積　　　　　

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

市民税納税義務者数

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

固定資産税納税義務者数

市民税納税義務者数

住民基本台帳世帯数

固定資産税納税義務者数

事業所数　

住民基本台帳世帯数

事業所数　

○組み合わせパターン１

説明変数候補

市民税納税義務者数

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

0.9407

軽自動車数　　　　　　

固定資産税納税義務者数

事業所数　

総面積　

可住地面積　　　　　

「A：住民基本台帳人口」、「Ｂ：市民税納税義務者数」、「Ｃ：固定資産

税納税義務者数」、「Ｄ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共線性

のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、A、Ｄを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

税務（指定都市）

定員モデル説明変数選定過程 

①指定都市 
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

Ｌ Ｌ

Ｍ Ｍ

○組み合わせパターン１ ○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.59 B 8.51

D -0.04 F -2.22

F -1.12 G 6.39

G 3.73

H 0.48

Ｉ -0.13

Ｊ -0.14

Ｋ 0.17

Ｌ 0.37

Ｍ 0.19

｜ｔ｜値＜1の変数を排除。

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

０～４歳の人口　　 ０～４歳の人口　　

生活保護費 生活保護費

６５歳以上人口　　 ６５歳以上人口　　

保育所在所児数 保育所在所児数

公営保育所数 公営保育所数

社会福祉施設等 社会福祉施設等

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

社会福祉施設等

保育所在所児数

公営保育所数

公営保育所数

住民基本台帳世帯数

生活保護費

保育所在所児数

説明変数候補

0.9598

障害者支援施設等

待機児童数

総面積

児童相談受付件数

認定こども園在所児数

障害者支援施設等

待機児童数

総面積

児童相談受付件数

認定こども園在所児数

待機児童数

総面積

児童相談受付件数

認定こども園在所児数

0.9326
障害者支援施設等

民生（指定都市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ａ：住民基本台帳人口」、「Ｂ：住民基本台帳世帯数」、「Ｃ：0～4

歳の人口」、「Ｅ：６５歳以上人口」との間には多重共線性のある可

能性が高い（VIF＞１０）ため、A、Ｃ、Ｅを説明変数から排除。

＜多重共線性チェック＞

A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
J J
K K
L L
M M
N N
O O
Ｐ Ｐ
Ｑ Ｑ

Ｒ Ｒ

○組み合わせパターン１ ○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

E -0.40 H 2.95

F 0.25 I 2.40

H 1.49 M 1.40

I 1.74 Ｐ 4.35

J 0.31

L 0.99

M 3.04

N -0.31

Ｐ 0.71

Ｑ 0.06

Ｒ -0.65

病院数

歯科診療所数

保健所・保健センター数

病院数

歯科診療所数

保健所・保健センター数

直営ごみ収集量

｜ｔ｜値＜0.9の変数を排除。

0.9731

昼間人口

飲食店数

直営し尿収集量

直営ごみ収集量

衛生費決算額

0.9611

説明変数候補

保健所・保健センター数

総面積

説明変数候補

病院数

第１次産業就業者

し尿収集量

第２次産業就業者

昼間人口

飲食店数

直営し尿収集量

直営し尿収集量 直営し尿収集量

直営ごみ収集量 直営ごみ収集量

飲食店数 飲食店数

し尿収集量 し尿収集量

ごみ収集量 ごみ収集量

第２次産業就業者 第２次産業就業者

第３次産業就業者 第３次産業就業者

昼間人口 昼間人口

総面積

衛生費決算額

総面積

衛生費決算額

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

０～４歳の人口　 ０～４歳の人口　

６５歳以上の人口　　　　 ６５歳以上の人口　　　　

第１次産業就業者 第１次産業就業者

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」、「Ｃ：０～４歳の人口」、「Ｄ：６５

歳以上の人口」、「Ｇ：第３次産業就業者」、「Ｈ：昼間人口」、「Ｋ：ゴミ収集量」、「Ｏ：歯

科診療所数」の間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａ，Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｇ、Ｋ、Ｏを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

衛生（指定都市）
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

Ｍ Ｍ

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

C 0.29 D 4.12

D 2.10 E -4.38

E -3.76 F -1.67

F -1.57 G 3.47

G 3.76 I 2.91

H 0.90 K 1.29

I 1.44 L 0.08

J -0.42

K 2.54

L 1.18 ○最終組み合わせパターン

Ｍ 0.01 R² ｔ値

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 D 3.50

E -3.62

G 3.51

I 2.55

0.7896

説明変数候補

第３次産業就業者数

第３次産業就業者数

総面積

小売業商店数

事業所数

労働費決算額

0.8561

昼間人口

小売業商店数

0.8135

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第２次産業就業者数 第２次産業就業者数

第３次産業就業者数 第３次産業就業者数

昼間人口 昼間人口

総面積 総面積

事業所数 事業所数

中小企業数 中小企業数

小売業商店数 小売業商店数

信用保証件数 信用保証件数

商工費決算額 商工費決算額

労働費決算額 労働費決算額

製造品出荷額等製造品出荷額等

説明変数候補 説明変数候補

中小企業数

｜ｔ｜＜２の変数を排除。

第２次産業就業者数

総面積

昼間人口

第３次産業就業者数

事業所数

事業所数

昼間人口

商工費決算額

小売業商店数

信用保証件数

商工費決算額

労働費決算額

製造品出荷額等

商工・労働（指定都市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ａ：住民基本台帳人口」、「Ｂ：住民基本台帳世帯数」、「Ｄ：第３次産

業就業者数」、「Ｅ：昼間人口」との間には多重共線性のある可能性が

高い（VIF＞１０）ため、Ａ、Ｂを説明変数から排除。

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B -0.79 C 3.23

C 1.54 E -2.42

D -0.13 Ｆ 農地転用面積 1.44

E -2.16 I 2.43

F 1.36 K 1.90

H 0.54

I 2.37

J -0.87 ○最終組み合わせパターン

K 1.50 R² ｔ値

｜ｔ｜値＜1の変数を排除。 C 3.32

E -2.05

I 2.14

K 1.56

農業産出額

農業農村整備関係事業費

農業産出額

農業農村整備関係事業費

農林水産施設災害復旧費 農林水産施設災害復旧費

説明変数候補

第１次産業就労者数

説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第１次産業就労者数

農地転用面積 農地転用面積

許可・届出に係る農地転用面積 許可・届出に係る農地転用面積

総面積 総面積

耕地面積 耕地面積

農林水産業費

住民基本台帳世帯数 第１次産業就労者数

農業農村整備関係事業費

農業農村整備関係事業費

農林水産施設災害復旧費

0.7951

第１次産業就労者数

総面積

耕地面積

農地転用面積

農業産出額

説明変数候補 説明変数候補

農林水産業費 農林水産業費

農業就業人口 農業就業人口

農林水産業費

耕地面積

説明変数候補

農業農村整備関係事業費

第１次産業就労者数

｜ｔ｜値が最少の変数を排除。

農林水産業費

耕地面積
0.7796

0.7945

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間、「Ｌ：

農業就業人口」と「Ｃ：第１次産業就労者数」、「Ｈ：農業産出額」との

間、「Ｆ：農地転用面積」と「「Ｇ：許可・届出に係る農地転用面積」と

の間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、A、Ｇ、

Ｌを説明変数から排除。

農林水産（指定都市）
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G
H H

I I

J J

K K

○組み合わせパターン１ ○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

A -0.16 Ｄ -1.86

B 0.11 G -1.11

C -0.36 J 17.26

D -0.81

E 0.14

F 0.28

G -0.54

J 3.34

K -0.20

｜ｔ｜値＜0.5の変数を排除。

0.9521

説明変数候補

可住地面積

道路・橋りょう単独事業費

総面積

昼間人口

都市公園箇所数

道路延長

0.9288

都市公園箇所数

着工新設住宅戸数

昼間人口

土木費

公共土木施設災害復旧費

道路延長

説明変数候補

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

昼間人口 昼間人口

着工新設住宅戸数 着工新設住宅戸数

公共土木施設災害復旧費 公共土木施設災害復旧費

都市公園箇所数 都市公園箇所数

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

道路・橋りょう単独事業費 道路・橋りょう単独事業費

道路延長 道路延長

土木費 土木費

説明変数候補 説明変数候補

総面積 総面積

可住地面積 可住地面積

土木（指定都市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ｈ：住民基本台帳人口」と「Ｉ：住民基本台帳世帯数」、「Ｊ：昼間人口」との

間及び「Ｉ：住民基本台帳世帯数」、「Ｊ：昼間人口」と「Ｋ：着工新設住宅戸数」

との間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ｈ、Ｉを説明変

数から排除。

  



参考資料 

- 10 - 

 

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

B 1.25 Ｂ 8.01

C 0.09 Ｆ -0.70

D 0.14 Ｊ 4.80

E 0.13

Ｆ -0.74

Ｇ 0.39

Ｈ 0.20

Ｉ 0.12

Ｊ 1.35

Ｋ 0.16

｜ｔ｜＜0.7の変数を排除。

可住地面積

標準財政規模

0.5670

第３次産業就業者数　　　　

人口の社会増

人口の自然増

外国人人口

総面積

可住地面積

第１次産業就業者数 人口の社会増

住民基本台帳世帯数

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

人口の社会増

人口の自然増

可住地面積

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

第３次産業就業者数　　　　

0.6314

標準財政規模

第３次産業就業者数　　　　

人口の社会増

標準財政規模

外国人人口

総面積

人口の自然増

外国人人口

総面積

可住地面積

第２次産業就業者数　　　　

○組み合わせパターン１

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

説明変数候補

議会・総務（中核市）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間には

多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａを説明変数か

ら排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

R² ｔ値 R² ｔ値

B 0.11 D 4.15

C -0.54 Ｅ 1.62

D 2.21 Ｈ 1.53

E 1.29

Ｆ 0.04

Ｇ 0.75

Ｈ 0.91

｜ｔ｜＜0.9の変数を排除。

○最終組み合わせパターン

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

0.6165事業所数

軽自動車数　　　　　　

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

市民税納税義務者数

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

固定資産税納税義務者数

市民税納税義務者数

住民基本台帳世帯数

固定資産税納税義務者数

事業所数　

住民基本台帳世帯数

事業所数　

○組み合わせパターン１

説明変数候補

市民税納税義務者数

0.5999

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

軽自動車数　　　　　　

固定資産税納税義務者数

住民基本台帳世帯数

事業所数　

総面積　

可住地面積　　　　　

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ「：市民税納税義務者数」、Ｄ：住民基本

台帳世帯数」との間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）た

め、Aを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

税務（中核市）

②中核市 
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.34 B 4.08

C -0.93 E -1.42

D 0.83 F 3.28

E -1.41 G 1.74

F 3.83 H -1.75

G 1.74 I -1.69

H -1.43 L 0.45

I -1.50 ｜ｔ｜＜1.7の変数を排除。

J 0.27

K -0.95 ○最終組み合わせパターン

L 1.01 R² ｔ値

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 B 5.89

F 3.44

Ｇ 1.26

H -2.52

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数　　　　 住民基本台帳世帯数　　　　

０～４歳の人口　　　　　　　 ０～４歳の人口　　　　　　　

生活保護費　　 生活保護費　　

６５歳以上人口 ６５歳以上人口

説明変数候補

住民基本台帳世帯数　　　　

保育所在所児数

障害者支援施設等

６５歳以上人口

社会福祉施設等

６５歳以上人口

住民基本台帳世帯数　　　　

０～４歳の人口　　　　　　　

生活保護費　　

説明変数候補

公立保育所数

公立保育所数

保育所在所児数

認定こども園数

社会福祉施設等

障害者支援施設等

待機児童数

総面積

保育所在所児数

公立保育所数

社会福祉施設等

障害者支援施設等

認定こども園数

待機児童数

総面積

0.7626

社会福祉施設等

保育所在所児数
0.7539

社会福祉施設等

障害者支援施設等

待機児童数

総面積

認定こども園数

公立保育所数 0.7716

認定こども園数

説明変数候補

住民基本台帳世帯数　　　　

公立保育所数

保育所在所児数

民生（中核市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間には

多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａを説明変数か

ら排除。

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

Ｌ Ｌ

Ｍ 病院数 Ｍ 病院数

Ｎ 歯科診療所数 Ｎ 歯科診療所数

Ｏ Ｏ

Ｐ Ｐ

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B -0.04 D 2.65

C -0.71 G 0.77

D 1.08 Ｋ 1.45

E -0.94 Ｌ 3.11

F 0.78 Ｏ -2.59

G 1.49

H 0.11

Ｉ 0.91 ○最終組み合わせパターン

Ｊ -0.74 R² ｔ値

Ｋ 1.03 D 6.47

Ｌ 1.74 Ｋ 1.34

Ｍ 0.24 Ｌ 3.08

Ｎ 歯科診療所数 -0.52 Ｏ -2.67

Ｏ -1.83

Ｐ -0.33衛生費決算額

0.6231

｜ｔ｜＜１の変数を排除。

病院数

総面積

｜ｔ｜が最少の変数を排除。

説明変数候補

0.6865

ごみ収集量

直営し尿採集量

総面積

第３次産業就業者

飲食店数

直営ごみ収集量

６５歳以上の人口　　　　

直営し尿採集量

直営ごみ収集量

総面積

0.6834

説明変数候補 説明変数候補

し尿収集量

住民基本台帳世帯数 ６５歳以上の人口　　　　

第２次産業就業者

０～４歳の人口　 第３次産業就業者

６５歳以上の人口　　　　 直営し尿採集量

第１次産業就業者 直営ごみ収集量

直営し尿採集量 直営し尿採集量

直営ごみ収集量 直営ごみ収集量

し尿収集量し尿収集量

ごみ収集量 ごみ収集量

第２次産業就業者 第２次産業就業者

第３次産業就業者 第３次産業就業者

飲食店数 飲食店数

総面積

衛生費決算額

総面積

衛生費決算額

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

０～４歳の人口　 ０～４歳の人口　

６５歳以上の人口　　　　 ６５歳以上の人口　　　　

第１次産業就業者 第１次産業就業者

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共線性のある

可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

衛生（中核市）
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

Ｍ Ｍ

Ｎ Ｎ

Ｏ Ｏ

Ｐ Ｐ

Ｑ Ｑ

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

A 0.01 C -2.72

C -1.48 F 4.84

D 0.06 I 1.55

E -0.90 K 1.95

F 2.81 Ｏ -2.37

G -0.66 Ｑ 5.00

H -0.60

I 1.31

J 0.82 ○最終組み合わせパターン

K 1.39 R² ｔ値

L -0.19 C -2.16

Ｍ 0.54 F 4.17

Ｎ 0.38 Ｏ -3.61

Ｏ -1.51 Ｑ 8.59

Ｐ 0.34

Ｑ 2.41

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第２次産業就業者数 第２次産業就業者数

第３次産業就業者数 第３次産業就業者数

事業所数 事業所数

小売業事業所数 小売業事業所数

商工費決算額 商工費決算額

労働費決算額 労働費決算額

製造品年間出荷額 製造品年間出荷額

第１次産業就業者数 第１次産業就業者数

総面積 総面積

農林水産業費 農林水産業費

説明変数候補 説明変数候補

農業産出額

農林水産業費

│ｔ│値＜２の変数を排除。

説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 第２次産業就業者数

第２次産業就業者数

小売業事業所数

商工費決算額

農業農村整備関係事業費

製造品年間出荷額

第１次産業就業者数

経営耕地面積

農地転用面積

農業産出額

農業農村整備関係事業費

農林水産施設災害復旧費

経営耕地面積

農地転用面積

農業産出額

農業農村整備関係事業費

農林水産施設災害復旧費

農林水産業費

│ｔ│値＜１の変数を排除。

0.7446

労働費決算額

第２次産業就業者数

第３次産業就業者数

事業所数

農地転用面積

農業農村整備関係事業費

総面積

経営耕地面積

0.7607

農業農村整備関係事業費

農林水産業費

0.7316

農林水産施設災害復旧費

小売業事業所数

小売業事業所数

製造品年間出荷額

総面積

経済（中核市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ａ：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共

線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Bを説明変数から排除。

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

○組み合わせパターン１ ○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

A -1.38 A -1.55

B 1.37 Ｂ 2.18

C 0.02 D 1.34

D 1.32 G 4.45

E 0.14

F 0.69

G 2.72

I -0.27

｜ｔ｜値＜１の変数を排除。

着工新設住宅戸数

住民基本台帳人口

可住地面積

0.5477

総面積

土木費

公共土木施設災害復旧費

都市公園箇所数

住民基本台帳人口

道路延長 土木費

説明変数候補

着工新設住宅戸数 着工新設住宅戸数

総面積

可住地面積

説明変数候補

都市公園箇所数 都市公園箇所数

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

道路延長 道路延長

土木費 土木費

公共土木施設災害復旧費 公共土木施設災害復旧費

説明変数候補 説明変数候補

総面積 総面積

可住地面積 可住地面積

0.5842

土木（中核市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ｇ：住民基本台帳人口」と「Ｈ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共

線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ｈを説明変数から排除。
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

Ｌ Ｌ

○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B 1.20 B 4.84

C -0.23 Ｇ 1.66

D -0.29 Ｈ -1.15

E -0.26 Ｉ -1.88

Ｇ 1.29 Ｋ 6.13

Ｈ -1.07 ｜ｔ｜が最少の変数を排除。

Ｉ -1.24

Ｊ 0.16 ○最終組み合わせパターン

Ｋ 2.45 R² ｔ値

Ｌ -0.16 B 4.74

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 Ｇ 1.22

Ｉ -1.88

Ｋ 7.20

○組み合わせパターン１

可住地面積

標準財政規模

第３次産業就業者数　　　　

可住地面積

標準財政規模

人口の自然増

外国人人口

人口の社会増

人口の自然増

外国人人口

総面積

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

可住地面積

外国人人口

第２次産業就業者数　　　　

住民基本台帳世帯数

人口の社会増

可住地面積

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

人口の社会増

総面積

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数　　　　

第３次産業就業者数　　　　

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

0.6520

標準財政規模

0.5862

第３次産業就業者数　　　　

人口の社会増

人口の自然増

外国人人口

総面積

可住地面積

第１次産業就業者数 人口の社会増

人口の自然増

0.6484

説明変数候補

外国人人口

議会・総務（特例市）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」「Ｅ：第３次産

業就業者数」との間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１

０）ため、Ａを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.18 B 1.86

C -0.95 C -0.22

E 0.90 E 2.52

Ｆ -0.03

Ｇ 0.31

Ｈ 0.80

｜ｔ｜＜0.9の変数を排除。

○組み合わせパターン１

説明変数候補
市民税納税義務者数

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

0.5222

固定資産税納税義務者数

事業所数　

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

市民税納税義務者数

総面積　

可住地面積　　　　　

軽自動車数　　　　　　

固定資産税納税義務者数

市民税納税義務者数

住民基本台帳世帯数

固定資産税納税義務者数

事業所数　

住民基本台帳世帯数

事業所数　

○最終組み合わせパターン

説明変数候補
市民税納税義務者数

固定資産税納税義務者数

事業所数　

0.5409

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：市民税納税義務者数」、「Ｂ：市民税納

税義務者数」と「Ｄ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共線性のあ

る可能性が高い（VIF＞１０）ため、A、Ｄを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

税務（特例市）

③特例市 
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＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B 2.71 B 3.11

C 0.42 D 1.72

D 1.91 E -1.76

E -1.55 F 10.66

F 10.25 G -0.79

G -1.12 Ｊ -2.20

H 0.98 Ｋ 1.89

Ｉ -0.46 ｜ｔ｜＜２の変数を排除。

Ｊ -1.91

Ｋ 1.86 ○最終組み合わせパターン

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 R² ｔ値

B 4.85

F 9.44

Ｊ -2.86

総面積

認定こども園数

0.9054

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

0.8860公営保育所数

総面積

障害者支援施設等

保育所入所待機児童数

総面積

認定こども園数

0.8982
社会福祉施設等

待機児童数

総面積

認定こども園数

保育所入所待機児童数

総面積

認定こども園数

説明変数候補

住民基本台帳世帯数

公営保育所数

公営保育所数

生活保護費

６５歳以上の人口　　

６５歳以上の人口　　

住民基本台帳世帯数

０～４歳の人口

生活保護費

説明変数候補

社会福祉施設等

公営保育所数 公営保育所数

社会福祉施設等 社会福祉施設等

障害者支援施設等 障害者支援施設等

０～４歳の人口 ０～４歳の人口

生活保護費 生活保護費

６５歳以上の人口　　 ６５歳以上の人口　　

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

民生（特例市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間には

多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ａを説明変数か

ら排除。

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

Ｈ し尿収集量 Ｈ し尿収集量

Ｉ ごみ収集量 Ｉ ごみ収集量

Ｊ 直営し尿採集量 Ｊ 直営し尿採集量

Ｋ 直営ごみ収集量 Ｋ 直営ごみ収集量

Ｌ 総面積 Ｌ 総面積

Ｍ Ｍ

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

B 5.67 B 6.82

C -1.07 C -1.52

D 0.25 E 1.71

E 1.15 Ｉ -2.98

F -0.67 Ｊ 1.64

Ｈ し尿収集量 0.47 Ｋ 6.87

Ｉ -2.53 Ｌ 総面積 1.04

Ｊ 1.51 ｜ｔ｜＜1.7の変数を排除。

Ｋ 5.77

Ｌ 1.03 ○最終組み合わせパターン

Ｍ -0.40 R² ｔ値

｜ｔ｜＜１の変数を排除。 B 6.21

E 3.03

Ｉ ごみ収集量 -3.25

Ｋ 直営ごみ収集量 6.51

住民基本台帳世帯数

第１次産業就業者

説明変数候補

0.8414

衛生費決算額

0.8361

説明変数候補 説明変数候補

直営ごみ収集量

直営ごみ収集量

直営し尿採集量

総面積

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

第２次産業就業者

０～４歳の人口　 ０～４歳の人口　

６５歳以上の人口　　　　 第１次産業就業者

第１次産業就業者 ごみ収集量

直営し尿採集量

0.8552

ごみ収集量

衛生費決算額 衛生費決算額

第２次産業就業者 第２次産業就業者

第３次産業就業者 第３次産業就業者

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口 住民基本台帳人口

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

０～４歳の人口　 ０～４歳の人口　

６５歳以上の人口　　　　 ６５歳以上の人口　　　　

第１次産業就業者 第１次産業就業者

「A：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」との間、 「Ｂ：住民基本

台帳世帯数」と「Ｇ：第３次産業就業者」の間には多重共線性のある可能性が

高い（VIF＞１０）ためＡ、Ｇを説明変数から排除。

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

衛生（特例市）

 



参考資料 

- 15 - 

 

＜多重共線性チェック＞

A A
B B

C C

D D

E E
F F

G G

H H

I I

J J
K K

L L

Ｍ Ｍ

Ｎ 農業産出額 Ｎ 農業産出額

Ｏ 農業農村整備関係事業費 Ｏ 農業農村整備関係事業費

Ｐ 農林水産施設災害復旧費 Ｐ 農林水産施設災害復旧費

Ｑ 農林水産業費 Ｑ 農林水産業費

○組み合わせパターン１ ○組み合わせパターン２

R² ｔ値 R² ｔ値

A -0.61 Ｅ 5.09

C -0.74 Ｆ -4.17

E 4.07 Ｈ 3.50

F -1.42 Ｊ 2.55

G 0.13 Ｌ 4.54

H 2.83 Ｑ 3.29

I 0.37 ｜ｔ｜＜４の変数を排除。
J 1.03

K -0.08 ○最終組み合わせパターン

L 3.03 R² ｔ値

Ｍ -0.61 Ｅ 3.78

Ｎ 農業産出額 -0.44 Ｆ -1.53

Ｏ 農業農村整備関係事業費 -0.52 L 11.06

Ｐ 農林水産施設災害復旧費 0.43

Ｑ 農林水産業費 2.06

｜ｔ｜＜１の変数を排除。

事業所数 労働費決算額

中小企業数 第一次産業就業者数

第一次産業就業者数

農林水産業費

0.9232

0.8162

耕地面積

住民基本台帳人口　　　　 事業所数

商工費決算額

事業所数

労働費決算額

耕地面積

耕地面積 耕地面積

農地転用面積農地転用面積

説明変数候補 説明変数候補

製造品年間出荷額 製造品年間出荷額

第一次産業就業者数 第一次産業就業者数

総面積 総面積

中小企業数 中小企業数

商工費決算額 商工費決算額

労働費決算額 労働費決算額

第２次産業就業者数 第２次産業就業者数

第３次産業就業者数 第３次産業就業者数

事業所数 事業所数

説明変数候補 説明変数候補

住民基本台帳人口　　　　 住民基本台帳人口　　　　

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

0.9258

説明変数候補

中小企業数

製造品年間出荷額

第２次産業就業者数 中小企業数

総面積

耕地面積

農地転用面積

経済（特例市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ａ：住民基本台帳人口」と「Ｂ：住民基本台帳世帯数」、「Ｄ：第３次産業就

業者数」との間、「Ｂ：住民基本台帳世帯数」、「Ｄ：第３次産業就業者数」と

の間には多重共線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、B、Ｄを説明変

数から排除。

＜多重共線性チェック＞

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

○組み合わせパターン１ ○最終組み合わせパターン

R² ｔ値 R² ｔ値

A 0.37 D 3.12

B 0.20 E 2.14

C -0.69 G 3.54

D 2.26

E 1.85

F -0.94

G 1.61

I 0.41

｜ｔ｜値＜１の変数を排除。

都市公園箇所数 都市公園箇所数

住民基本台帳人口

道路延長 道路延長

土木費 土木費

公共土木施設災害復旧費 公共土木施設災害復旧費

住民基本台帳人口

説明変数候補 説明変数候補

総面積 総面積

可住地面積 可住地面積

住民基本台帳世帯数 住民基本台帳世帯数

説明変数候補 説明変数候補

着工新設住宅戸数 着工新設住宅戸数

道路延長

総面積

0.5447

公共土木施設災害復旧費

土木費

住民基本台帳人口

0.5852

着工新設住宅戸数

公共土木施設災害復旧費

都市公園箇所数

住民基本台帳人口

可住地面積

土木費

土木（特例市）

1

※VIF＝ ＞10の場合、多重共線性が存在すると判断。

（1－ｒ²）

（ｒは２変数の相関係数）

「Ｇ：住民基本台帳人口」と「Ｈ：住民基本台帳世帯数」との間には多重共

線性のある可能性が高い（VIF＞１０）ため、Ｈを説明変数から排除。
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教育部門の職員の年度別増減人数

▲ 2,939
▲ 1,610

▲ 3,793

▲ 562
▲ 1,761 ▲ 2,117

▲ 902
▲ 396

▲ 4,010

▲ 2,819

▲ 2,342

▲ 1,837
▲ 1,252

▲ 2,692

▲ 425
▲ 105

1,480
260

1,323 1,355 1,161 1,501 1,035 1,429

▲ 4,316

▲ 3,585

▲ 3,107

▲ 4,094

▲ 825

▲ 2,913

▲ 1,445 ▲ 3,522

▲ 8,032

▲ 6,601 ▲ 4,119

▲ 3,869

▲ 4,752

▲ 4,136

▲ 3,612

▲ 4,893

▲ 17,817 ▲ 14,355 ▲ 12,038 ▲ 9,007 ▲ 7,429 ▲ 10,357 ▲ 5,349 ▲ 7,487

‐25,000

‐20,000

‐15,000

‐10,000

‐5,000

0

5,000

H19→H20 H20→H21 H21→H22 H22→H23 H23→H24 H24→H25 H25→H26 H26→H27

高等学校
標準法対象職員

用務員・
給食調理員

その他の
教育部門の職員

教育部門
合計の増減

特別支援学校
標準法対象職員

小中学校
標準法対象職員

３

出典：地方公共団体定員管理調査（総務省）、学校基本統計、学校給食等実施状況等調査（文部科学省）、文部科学省財務課調べ
※「教育部門」の内訳については、文部科学省が学校基本統計等を用いて便宜的に算出したものであるので留意が必要。

被災３県警察に対する警察官の増員地方警察官の増員推移（平成６年度～）

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

政令定員 220,519 221,019 224,419 225,831 225,831 225,831 225,781 228,261 232,661 236,661 239,811 243,261 246,761 248,249 248,249 249,208 250,076 251,659 252,285 252,620 252,530 253,460 254,484 255,272

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

３年３，０００人増員構想

○ 平成２７年度 １，０２０人増員
○ 平成２８年度 １，０９４人増員
○ 平成２９年度 ８８６人増員

地方警察官１万人緊急増員３か年計画

○ 平成１４年度 ４，５００人増員
○ 平成１５年度 ４，０００人増員
○ 平成１６年度 ３，１５０人増員

更なる地方警察官１万人増員構想

○ 平成１７年度 ３，５００人増員
○ 平成１８年度 ３，５００人増員
○ 平成１９年度 ３，０００人増員

(人)

平成6年度から29年度までの間に合計3万7,323人の増員を実施

配置基準等に係る関係省庁説明資料抜粋（職員の推移等） 

○文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○警察庁 
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174 174 175
180 182 182

187
191 196 197 201 204 206

207
207 207 208 209

1,2301,313
1,480

1,6271,733
1,813

1,989
2,139

2,2632,358
2,4282,477

2,6062,670
2,7712,829

2,934

3,030

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

児童相談所と児童福祉司数の推移

児童相談所

児童福祉司

平成１１年度 平成28年度

児童相談所設置自治体 ５９自治体 → ６９自治体
（約1.2倍）

児童相談所数 １７４か所 → ２０９か所
（約1.2倍）

児童福祉司数 １，２３０人 → ３，０３０人
（約2.5倍）

児童相談所と児童福祉司

11,631
23,274

33,408
40,639

42,664

56,384

66,701

73,802

88,931

103,286

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

児童虐待相談対応件数の推移

児童虐待相談対応件数

○ 児童相談所での児童虐待相談対応件数は大幅な増加。

［参考］ 平成２７年度の状況
・ 児童虐待相談対応件数 １０３，２８６件

相談対応件数

虐待相談対応件数と児童相談所の体制

平成１１年度
の約８．９倍

平成１１年度
の約２．５倍

※平成２２年度は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値

○消防庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生労働省   
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○国土交通省 
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